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第１章第１章第１章第１章        総総総総        則則則則    

第１節第１節第１節第１節        計画作成の趣旨等計画作成の趣旨等計画作成の趣旨等計画作成の趣旨等    

    

１１１１    計画の目的計画の目的計画の目的計画の目的    

この計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある自然災害等に対処す

るため、市、県、指定行政機関、指定公共機関、指定地方行政機関、指定地方公共機関等の防災

機関がその有する機能を有効に発揮して、市の地域における災害予防、応急対策及び災害復旧、

復興を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

２２２２    計画の性格及び構成計画の性格及び構成計画の性格及び構成計画の性格及び構成    

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第 42 条の規定

に基づき魚沼市防災会議が策定する魚沼市地域防災計画のうち次に掲げる風水害等に関する計画

であり、市の地域における風水害等の対策に関し、市の処理すべき事務又は業務を中心として、

地域内の防災関係各機関の協力を含めた総合的かつ基本的な性格を有するものである。 

ア 風水害（暴風、洪水、地すべり、土石流、がけ崩れ等による災害） 

イ 雪害 

エ 林野火災 

なお、魚沼市地域防災計画は、本編の「風水害対策編」並びに別冊の「震災対策編」、「原子

力災害対策編」及び「資料編」で構成し、この計画に定めのない事項は、新潟県地域防災計画に

順ずる。 

 

３３３３    関連計画との整合関連計画との整合関連計画との整合関連計画との整合    

この計画の策定に当たっては、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）に基づく「魚沼市水防計画」

と十分な調整を図るものとする。 

 

４４４４    計画の修正計画の修正計画の修正計画の修正    

この計画は、各防災関係機関が策定する実施計画等により具体化を図るが、法第 42 条の規定に

基づき毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正する。 

したがって、各防災関係機関は、毎年防災会議が指定する期日（緊急を要するものについては

その都度）までに、計画の修正案を防災会議に提出する。 

 

５５５５    計画の習熟等計画の習熟等計画の習熟等計画の習熟等    

防災関係機関は、平素から訓練、研究、その他の方法により、この計画の習熟並びに周知に努

めるとともに、この計画に基づきより具体的な災害の予防対策、応急対策及び復旧復興対策の推

進体制を整える。 

 

６６６６    共通用語等共通用語等共通用語等共通用語等    

本計画において用語の定義は、次のとおりである。 
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(1) 要配慮者 

   高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。（法第８条第２項関係） 

(2) 避難行動要支援者 

   要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため特に支援を要するもの。（法第 49 条の 10 関係） 

(3) 地区防災計画 

   地区居住者等が共同して行う防災活動に関する計画であり、市等が活動の中心となる市地域

防災計画とコミュニティが中心となる地区防災計画とが相まって地域における防災力の向上を

図ろうとするもの。（法第 42 条第 3 項及び第 42 条の２関係） 

(4) 避難場所 

   災害の危険が切迫した場合における住民等の安全な避難先を確保する観点から、災害の危険

が及ばない場所又は施設をいう。 

(5) 指定緊急避難場所 

   避難場所のうち市が指定したもの。（法第 49 条の４から第 49 条の６まで及び第 49 条の８関

係） 

(6) 避難所 

   避難のための立退きを行った居住者等を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場

所を確保することが困難な被災した住民その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をい

う。 

(7) 指定避難所 

避難所のうち市が指定したもの。（法第 49 条の７及び第 49 条の８関係） 

(8) 罹災証明書 

災害により被災した住宅等について、その被害の程度を証明したもの。（法第 90 条の２関

係） 

(9) 被災者台帳 

被災者の援護を実施するための基礎とする台帳をいう。（法第 90 条の３関係） 
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第２節第２節第２節第２節         市民及び防災関係機関等の責務市民及び防災関係機関等の責務市民及び防災関係機関等の責務市民及び防災関係機関等の責務    

と処理すべき事務または業務の大綱と処理すべき事務または業務の大綱と処理すべき事務または業務の大綱と処理すべき事務または業務の大綱    

    

１１１１        基本基本基本基本理念理念理念理念    

(1) 自助・共助・公助の推進と外部支援・相互協力による補完体制構築 

本市の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生

を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を

図る「減災」の考え方を防災の基本理念方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われな

いことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合

わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめる。 

  災害対策の実施に当たっては、自助、共助、公助それぞれが果たすべき役割を的確に実施

していくとともに、相互に密接な連携を図る。併せて、市、県を中心に、市民一人ひとりが

自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して

行う防災活動を促進することで、自助、共助、公助が一体となって最善の対策をとる。 

本計画においては、自助、共助、公助の主体がそれぞれ責任を果たすことを前提に、各主

体の能力の不足を外部からの支援と相互の協力により補完し、もって災害の予防、応急対策、

復旧復興のための活動が円滑に実施できるよう体制構築を目指す。 

ア 自助の推進 

(ｱ) 市民及び企業等は、災害又はこれにつながるような事象に無関心であってはならない。 

(ｲ) 市民及び企業等は、自らの責任において自身及びその保護すべき者の災害からの安全

を確保し、自らの社会的な責務を果たせるよう努めなければならない。 

(ｳ) 市及び県は、市民及び企業等による自らの安全を確保するための取組の推進について、

啓発と環境整備に努める。 

  イ 共助の推進 

   (ｱ) 市民及び企業等は、災害で困窮した隣人に無関心であってはならない。 

   (ｲ) 市民は、その居住地域における安全確保のために相互に助け合い、災害の予防・応急

対策を共同で行うよう努める。 

   (ｳ) 地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防災力の向

上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の

構築等自発的な防災活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、当該地区における

自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として市防災会議

に提案するなど、市と連携して防災活動を行う。 

   (ｴ) 企業等は、その立地地域において、市民の行う防災活動への協力に努める。 

   (ｵ) 市及び県は、市民及び企業等による安全を確保するための地域における取組の推進に

ついて、啓発と環境整備に努める。 

  ウ 公助の推進 

   (ｱ)  市、県及び防災関係機関は、災害時の市民等の安全確保と被災者の救済・支援等の

応急対策全般を災害発生時に迅速かつ有効に実施できるよう、以下により災害対応能

力の維持・向上に努める。 
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ａ 専門知識を持った職員の養成・配置と災害時の組織体制の整備 

ｂ 業務継続計画の策定など危機管理体制の整備、また庁舎・設備・施設・装備等の整

     備 

ｃ 職員の教育・研修・訓練による習熟 

ｄ 市、県及び国の研修機関等の研修制度の充実、大学の防災に関する講座等との連携

等により人材育成を体系的に図る仕組みを構築 

ｅ ハザードマップの作成、避難勧告等の判断基準等の明確化 

ｆ 災害対応業務の標準化 

ｇ 平常時から緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを構築 

ｈ 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たって

の、公共用地・国有財産の有効活用 

(ｲ)  市、県及び防災関係機関は、市民及び企業等が公の支援を遅滞なく適切に受けられ

るよう、確実に周知しなければならない。 

(ｳ)  市、県及び防災関係機関は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者

（自衛隊等の国の機関の退職者も含む。）の活用や、民間の人材の任期つき雇用等の人

材確保方策をあらかじめ整えるよう努める。 

(ｴ)  市、県及び防災関係機関は、相互の連携・協力のための体制を整備し、広域的な応

援・受援体制の強化・充実を図る。 

(ｵ)  市、県及び防災関係機関は、平常時から被災者支援の仕組みを担当する部局を明確

化し、被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

(ｶ)  市は、市地域防災計画に地区防災計画を位置づけるよう地区住民及び当該地区に事

業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、市地域防災計画に

地区防災計画を定める。 

  エ 支援と協力による補完体制の整備 

    市、県及び防災関係機関は、自らの対処能力が不足した場合、国、他の地方公共団体か

らの支援や、ＮＰＯ、ボランティア、企業・団体等の協力を得ながら十分に対応できるよ

う事前の体制整備に努める。 

 

(2) 要配慮者への配慮と男女共同参画の視点に立った対策 

ア 各業務の計画及び実施に当たっては、要配慮者の安全確保対策に十分配慮する。本計画

では、第２章及び第３章の関係節において具体的な対応策を示す。 

イ 計画の策定及び実施に当たっては、男女共同参画の視点から見て妥当なものであるよう

配慮するものとする。 

(3) 降雪期の配慮 

全国屈指の豪雪地帯である本市の自然条件に鑑み、降雪期に備えた対策を、各業務におい

て予め考慮する。本計画では、各節で具体的な対応策を示す。 

 

２２２２        市民及び防災関係機関の責務市民及び防災関係機関の責務市民及び防災関係機関の責務市民及び防災関係機関の責務    

(1) 市民 

「自らの身の安全は自分で守る。自分たちの地域の安全は自分たちで守る。」ことが防災
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の基本であり、市民はその自覚を持ち、平常時から災害に備えるための手段を講じておくこ

とが重要である。 

発災時には自らの身の安全を守るよう行動するとともに、市、その他防災関係機関の実施

する防災活動に参加、協力するという意識のもとに積極的に自主防災活動を行うものとする。 

(2) 市 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、市の地域並びに市民の生

命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公

共機関、他の地方公共団体、市消防本部及び市民の協力を得て防災活動を実施する。 

(3) 県 

県は、市町村を包含する広域的地方公共団体として、大規模災害から県の地域並びに地域

住民の生命、身体及び財産を保護するため、政府、指定地方行政機関、指定公共機関、指定

地方公共機関、他の地方公共団体、ＮＰＯ、ボランティア、企業・団体及び県民の協力を得

て防災活動を実施するとともに、市町村の防災活動を支援し、かつその調整を行う。 

(4) 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、大規模災害から市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を保護す

るため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとと

もに、市及び県の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

(5) 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み自ら防災活動

を実施するとともに、市の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

(6) その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るととも

に、災害時には災害応急措置を実施する。また、市、県その他防災関係機関の防災活動に協

力する。 

３３３３    各機関の事務又は業務の大綱各機関の事務又は業務の大綱各機関の事務又は業務の大綱各機関の事務又は業務の大綱    

市及び市内の区域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、それぞれの所掌事務又

は業務を通じて市の地域に係る防災に寄与すべきものとし、それぞれが災害時に処理すべき事

務又は業務の大綱は、次表のとおりである。 

機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

 魚沼市 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１ 魚沼市防災会議に関すること 

２ 管内における公共的団体及び住民の自主防災組織の育成

指導に関すること 

３ 災害予警報等情報伝達に関すること 

４ 被災状況に関する情報収集に関すること 

５ 災害広報及び避難の勧告、指示に関すること 

６ 被災者の救助に関すること 

７ 県知事の委任を受けて行う、災害救助法に基づく被災者の

救助に関すること 

８ 災害時の清掃・防疫その他保健衛生の応急措置に関するこ

と 

９ 消防活動及び浸水対策活動に関すること 

10 被災児童・生徒等に対する応急の教育に関すること 

11  被災要援護者に対する相談、援護に関すること 

12  公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に

関すること 

13  農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関す

ること 

14  消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設、設備

の整備に関すること 

15 ガス、水道等公営事業の災害対策に関すること 

魚沼市消防本部 

（魚沼市消防団） 

１ 気象注意報、警報等情報の伝達及び収集に関すること 

２ 被災者の救助に関すること 

３ 消防活動に関すること 

４ 消防、救助その他防災に関する業務施設、設備の整備に関

すること 

５ 災害時における消防団の事務連絡等に関すること 

 新 潟 県 １ 新潟県防災会議に関すること 

２ 市町村及び指定公共機関、指定地方公共機関の防災事務ま

たは業務の実施についての総合調整に関すること 

３ 災害予警報等情報伝達に関すること 

４ 被災状況に関する情報収集に関すること 

５ 災害広報に関すること 

６ 市が円滑に避難の勧告、指示を行うための助言、情報提供

に関すること 

７ 市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整に関する

こと 

８ 災害救助法に基づく被災者の救助に関すること 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

  

 

 

 

 

 

９ 災害時の防疫その他保健衛生の応急措置に関すること 

10 市町村の実施する消防活動及び浸水対策活動に対する指

示、援助に関すること 

11 被災児童・生徒等に対する応急の教育に関すること 

12  被災要援護者に対する相談、援護に関すること 

13  公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に

関すること 

14  農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関す

ること 

15  緊急通行車両の確認に関すること 

16  消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設、設備

の整備に関すること 

17  自衛隊の災害派遣要請に関すること 

18  他の都道府県に対する応援要請に関すること 

19 避難誘導、被災者の救出その他人命保護に関すること 

20 交通規制、緊急通行車両の確認及び緊急交通路の確保に関

すること 

21 行方不明者調査及び死体の検視に関すること 

22 犯罪の予防・取締り、混乱の防止その他秩序の維持に必要

な措置に関すること 

指

定

地

方

行

政

機

関

 

国土交通省北陸地方整備局 １ 土砂災害防止法に基づく緊急調査の実施及びこの調査で

えられた土砂災害緊急情報の速やかな提供に関すること 

２ 土砂災害に関わる避難のための立退きの指示等の解除に

際し、市町村長からの求めに応じて必要な助言を行うこと 

国土交通省信濃川河川事務

所                 

１ 魚野川に関する洪水予報業務及び水防警報に関すること 

２ 国の管理に属する河川の管理及び維持補修、災害復旧工事

の実施に関すること 
堀之内出張所            

国土交通省長岡国道事務所

小出維持出張所     

  一般国道１７号の管理、維持修繕、災害復旧等の工事の実

施に関すること 

国土交通省湯沢砂防事務所

破間川出張所 

  国土交通大臣の指定した直轄工事施工区域内における砂

防施設の工事、管理、維持修繕、災害復旧に関すること 

小出労働基準監督署   災害時における産業安全確保措置に関すこと 

関東森林管理局 

（中越森林管理局） 

１ 森林整備による災害防止に関すること 

２ 保安林、保安施設、地すべり防止施設等の整備及びその防

災管理に関すること 

３ 災害時における木材（国有林）の払い下げに関すること 

指

定

公

共

機

関

 

東日本電信電話株式会社新

潟支店 

１ 電気通信設備の整備及び防災管理に関すること 

２ 災害時における緊急通話の確保及び気象警報等の伝達に

関すること 

東日本高速道路株式会社 

新潟管理局湯沢管理事務所 

１ 高速自動車国道の防災管理に関すること 

２ 災害時の高速自動車国道における輸送路の確保に関する

こと 

３ 高速自動車国道の早期災害復旧に関すること 

東日本旅客鉄道株式会社浦

佐駅 

日本貨物鉄道株式会社 

  災害時における鉄道による緊急輸送の確保に関すること 

電源開発株式会社小出電力

所 

ダム操作等施設の防災管理に関すること 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東北電力株式会社 魚沼営

業所 

 

１ 電力施設等の防災管理及び災害復旧に関すること 

２ 災害時における電力の供給の確保に関すること 

日本通運株式会社魚沼支店   災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

日本郵便株式会社 

小出郵便局 

湯之谷郵便局 

堀之内郵便局 

広神郵便局 

守門郵便局 

入広瀬郵便局 

災害地における郵便業務の確保及び郵便貯金、簡易保険の非

常取扱い等に関すること 

指

定

地

方

公

共

機

関

 

魚沼市土地改良区 

大和郷土地改良区 

  水門、水路、ため池等の施設の防災管理並びに災害復旧に

関すること 

中越運送株式会社 災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

株式会社新潟日報社小出支

局 

災害時における広報活動に関すること 

そ

の

他

の

公

共

的

団

体

及

び

防

災

上

重

要

な

施

設

の

管

理

者

 

魚沼市森林組合 

湯之谷地区森林組合 

魚沼漁業協同組合 

北魚沼農業協同組合等 

１ 共同利用施設の災害応急対策および復旧に関すること 

２ 被災組合員に対する融資又はそのあっせんに関すること 

３ 災害時における緊急物資の調達に関すること 

一般診療所・病院 

１ 災害時における収容患者に対する医療の確保に関するこ

と 

２ 災害時における負傷者等の医療救護に関すること 

 一般運輸事業者   災害時における緊急輸送の確保に関すること 

 ダム施設の管理者   ダム操作等施設の防災管理に関すること 

 危険物関係施設の管理者   災害時における危険物の保安措置に関すること 

小千谷市魚沼市医師会   災害時における医療救護に関すること 

小出郷新聞社 

越南タイムズ社 

  災害時における広報活動に関すること 

南越後観光バス株式会社 災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

魚沼市内商工会 

１ 災害時における物価安定についての協力、徹底に関するこ

と 

２ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力、あっせんに

関すること 

一般社団法人新潟県建設業

協会魚沼支部及び魚沼市建

設業者会 

１ 災害時における緊急資材の運搬に関すること 

２ 災害救助作業における建設機械の提供、協力に関すること 

３ 被災状況に関する情報収集に関すること 

一般社団法人新潟県測量

設計業協会及び魚沼市測

量設計業協会 

１ 災害時における公共土木施設等の被災状況の調査に関す

ること。 

２ 公共土木施設被害等の応急対策及び災害復旧のための測

量及び設計に関すること。 

魚沼市社会福祉協議会   市災害ボランテイアセンタ－本部の設置に関すること 

自治会 

１ 災害時における炊き出しの協力に関すこと 

２ 災害時における防疫等の協力に関すること 
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機 関 名 処理すべき事務又は業務の大綱 

自主防災組織 

  

１ 災害発生時の初期防御活動に関すること 

２ 災害時に活用するための施設及び資器材の整備に関する

こと 
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第３節第３節第３節第３節        魚沼市の自然条件魚沼市の自然条件魚沼市の自然条件魚沼市の自然条件    

  

１１１１        地形・地質の概要地形・地質の概要地形・地質の概要地形・地質の概要    

(1) 地理的概要 

新潟県南東部に位置し、東部は福島県、南部は南魚沼市及び群馬県、西部は小千谷市、川口町

及び十日町市、北部は長岡市及び三条市に接しており、行政区域面積 946．93k㎡(県土の 7.53%)、

総人口約 40,000 人の市である。 

信濃川の最大の支流魚野川が市の南端部を貫流し、これに水無川、佐梨川、羽根川、破間川な

どの１級河川が合流している。 

ア 地形 

(ｱ) 堀之内地域 

魚野川と多くの支流からなる扇状地が町の中央に広がり、魚野川を境とするように北部と

南部には標高 200ｍから 400ｍ程度の山地が点在する。この山地は魚沼丘陵の北端に当たる。  

   (ｲ) 小出地域 

     魚野川が町を南北に貫流し、これに水無川、佐梨川、羽根川、破間川などの 1 級河川が合

流している。標高 100ｍ前後の平地部に、これらの河川が扇状地を形成し、魚野川に向かっ

て約百分の１の勾配で傾斜している。 

     魚野川によって分けられた西側の山地は、魚沼山地と呼ばれ比較的低いが、急傾斜地が多

く地滑り防止指定地区がある。 

   (ｳ）湯之谷地域 

     新潟県の東南端にあって、福島県及び群馬県との県境に位置し、平坦地域は、佐梨川流域、

只見川流域、北ノ又川流域に散在している。主な平坦地は、佐梨川沿いの小段丘であり、井

口新田から大湯までの約 11ｋｍの標高 90m から 350m の河岸段丘に帯状に開けているほか、

北ノ又川流域の銀山平地区、只見川流域の鷹ノ巣地区に小規模な平坦地がある。 

   (ｴ) 広神地域 

     魚沼市の中央部に位置し、村の中央部を北東より南西にかけて破間川が流れ、両側の山地

から中小 6 本の河川が破間川を経て魚野川に流入している。 

   (ｵ) 守門地域 

     守門岳を主峰とし、周囲は越後山脈の支脈によって囲まれている。耕地は守門岳より端を

発する西川の両岸に狭く拓けた土地と、破間川の中流に分布する稍広大な平坦地、福山川の

流域に拓けた盆地からなっており、河岸段丘型で傾斜高低の起伏は複雑である。 

   (ｶ) 入広瀬地域 

     新潟県の中央東端部に位置し、東は福島県只見町に境をなし、破間川上流域に展開する峡

谷形の地域であり、山岳一体は、越後三山只見国定公園になっており、浅草岳、守門岳など

1,000m 以上の山々が 15 座そびえている。 

  イ 地質 

(ｱ) 堀之内地域 

        平地部においては、河岸段丘と扇状地性の堆積物とからなり、砂、礫を主体とした地質構

造となっており、また魚沼丘陵は第三紀中新世紀末期から第四紀更新世の地層で構成され、
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魚野川西側は砂層とシルト層が多く、東側は礫層が主体と成っている。 

(ｲ) 小出地域 

     平地部においては、河岸段丘と扇状地性の堆積物とからなり、砂、礫を主体とした地質構

造となっている。また西側の山地は、新第三紀層で砂層とシルト層が多く、魚沼層群といわ

れている。東側は古生層で粘板岩･砂岩・チャ－トから成る。 

   (ｳ）湯之谷地域 

     古生層と第三期層から成り、山岳地帯は花崗岩・石英粗面岩、佐梨川流域の平坦地は砂壌

土で耕土は浅く、酸性土質と成っている。 

(ｴ) 広神地域 

     破間川の東側は、古生代から中世代にかけての古い岩石が急崚な越後山地を形成し、西側

は新世代の新しい岩石がゆるやかな魚沼丘陵を形成している。 

     中世代の地層は、頁岩や砂岩・チャ－トなどの堆積岩と白亜紀の花崗岩などからなり、新

世代の地層は、下位から新第三紀の松川層、西名層、鮮新世の鳥屋峰層と石峠層、茂沢層・

太平峠層、そして第四紀洪積世の吉原層・須原峠層、小庭名層の順に重なっている 

(ｵ) 守門地域 

     破間川を境に左岸の山地はほとんど秩父古生層からなっているが、松川川から破間川上流

沿いの山地の一部は花崗岩であり、松川川沿いは砂土である。 

    右岸では鳥屋ケ峯から福山新田にかけての山系と西川沿いは、第三紀層の埴土、一部に第

四紀層の砂質壌土、西名の付近は洪積層、福山川の下流地帯及び守門岳、藤平山が輝石安山

岩から成っている。 

    破間川中流、須原から赤土まで平坦な耕地は、沖積層の土壌である。 

(ｶ) 入広瀬地域 

     古生層と花崗岩類が中心である。 

(2) 気候と気象 

ア 気候 

   典型的な日本海側気候で、全国有数の豪雪地帯でもある。夏は高温多湿で７月から８月にか

けて集中豪雨となることがあり、過去にしばしば水害が発生した。時折南風によるフェ－ン現

象で、気温が 35℃を超えることもある。 

   冬は、西高東低の気圧配置により北西の季節風が強く、一夜にして１ｍ前後の降雪となるこ

ともある。 

  イ 気象 

    魚沼市の過去 10 年間の気象概況は、資料編のとおりである。 
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第４節第４節第４節第４節        魚沼市魚沼市魚沼市魚沼市の社会的条件の社会的条件の社会的条件の社会的条件    

 

１１１１    人口人口人口人口    

(1) 人口の推移 

平成 22 年国勢調査による総人口は、40,

361 人であり、昭和 60 年以降は年々減少し

ている。近年、その傾向が顕著である。 

(2) １世帯当たりの構成人員 

１世帯当たりの構成人員は、昭和 30 年

の 5.9 人を境に減少傾向にあり、核家族化

が進んでいると考えられる。    

 

２２２２    土地の利用状況土地の利用状況土地の利用状況土地の利用状況 

総面積の大部分が雑種地であり、山林を含

めると総面積の 90％以上を占めている。 

項目 

総面積 

（ha） 

田 

（ha） 

畑 

（ha） 

宅地 

（ha） 

池沼 

（ha） 

山林 

（ha） 

原野 

（ha） 

雑種地 

（ha） 

平成 19 94,693.0 3,746.9 929.8 866.8 945.1 19,075.9 1,173.7 67,954.8 

20 94,693.0 3,743.3 934.3 869.6 945.1 19,071.2 1,174.5 67,955.1 

21 94,693.0 3,737.2 928.6 886.7 944.9 19,214.0 1,178.1 67,803.5 

22 94,693.0 3,718.5 933.7 906.4 944.9 19,180.3 1,178.0 67,831.1 

23 94,693.0 3,717.2 931.9 908.2 945.0 19,038.2 1,184.0 67,968.5 

24 94,693.0 3,717.9 928.7 913.8 945.1 19,072.6 1,184.3 67,930.6 

平成 24 の

構成比 

- 3.9% 1.0% 1.0% 1.0% 20.1% 1.3% 71.7% 

資料：固定資産の価格等の概要調書 

    

３３３３    産業産業産業産業    

産業別の就業者数は、全国平均に比べ第１次産業、第２次産業の比率が高いが、農家人口の減

少に伴い、年々第１次産業の比率が低下し、第３次産業の比率が高くなってきている。 

  

第 1 次産業 

（人） 

第 2 次産業 

（人） 

第 3 次産業 

（人） 

計 

（人） 

平成 2 3,237 11,271 10,693 25,201 

7 2,719 10,919 11,291 24,929 

12 2,316 9,796 11,418 23,530 

17 2,574 8,620 11,466 22,660 

22 2,184 6,690 10,945 19,819 

資料：国勢調査                   

 

 

人口

（人） 

増減（人） 世帯数 

1 世帯当たり

の構成人員

（人） 

昭和 25 56,305 - 9,742 5.8  

30 61,219 4914 10,457 5.9  

35 60,521 △ 698 11,264 5.4  

40 54,214 △ 6307 11,260 4.8  

45 49,689 △ 4525 11,310 4.4  

50 48,177 △ 1512 11,673 4.1  

55 48,482 305 12,368 3.9  

60 48,009 △ 473 12,409 3.9  

平成 2 47,394 △ 615 12,561 3.8  

7 46,490 △ 904 12,968 3.6  

12 45,386 △ 1104 13,393 3.4  

17 43,555 △1831 13,626 3.2  

22 40,361 △ 3194 13,019 3.1 

資料：国勢調査 
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第５節第５節第５節第５節        魚沼市魚沼市魚沼市魚沼市の既往の主な災害の既往の主な災害の既往の主な災害の既往の主な災害    

 

１１１１    災害の発生傾向災害の発生傾向災害の発生傾向災害の発生傾向    

(1) 豪雪による災害 

冬型の気圧配置が強く、日降雪量が 50 ㎝以上の日が連続し、積雪が 2ｍを超えている場合は、

注意が必要である。また、気温の寒暖が周期的に巡ってくる場合は、全層なだれが発生しやす

くなるので注意が必要である。 

(2) 大雨・台風等による洪水災害 

過去の大水害から見ても、短時間に集中して降雨があった場合に災害が発生している。魚野

川及び支流の破間川、佐梨川などの上流部で集中豪雨があった場合は、特に警戒しなければ

ならない。平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨の雨量と水位は次のとおりである。 

7 月 27 日から 30 日にかけて、新潟県と福島県会津を中心に大雨となった。特に、28 日から

30 日にかけては、前線が朝鮮半島から北陸地方を通って関東の東に停滞し、前線に向かって非

常に湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となって、新潟県と福島県会津を中心に記録

的な大雨となった。 

   時間雨量で浅草岳が 78.0 ミリ（29 日 18 時）、大湯が 66.0 ミリ（30 日 3 時）、入広瀬が 53.5

ミリ（30 日 3 時）と非常に激しい雨が降り、降り始めからの雨量が浅草岳で 802.0 ミリ、入広

瀬で 469.5 ミリ、大湯で 430.5 ミリを記録した。また水位は、堀之内観測所で 30 日 5 時 40 分

に観測史上最高水位となる 85.31ｍを記録した。 

(3) 融雪による地すべり災害 

地すべり等危険地帯を多く抱えているため、春先は雪融けによる地盤の緩みから地すべり災

害の発生が予想される。 

(4) 梅雨前線等に伴う異常豪雨による地すべり災害 

地すべり危険地帯を多く抱えているため 6月中旬から 7月中旬にかけての梅雨前線に伴う異

常豪雨、秋雨前線に伴う長雨による地盤の緩みで地すべり災害の発生が予想される。 

(5) 林野における大火災 

市の総面積に対する山林の占める割合が 90％を超えている。このため春先の異常乾燥と山菜

の採れる時期は、山に入る人が多くあり林野火災の発生が予想される。 

 

２２２２        既往の主な災害既往の主な災害既往の主な災害既往の主な災害    

市の近年における自然災害で被害の大きいのは、魚野川の水害及び山間部におけるなだれ災害、

地すべり等がある。 

水害の原因は小出地区の中心部で魚野川が狭窄していたため流水の疎通能力を阻害し、しかも

そのすぐ上流部に佐梨川が合流しているためである。そのほか板木川が短時間の豪雨でも原虫野

地区で溢水し、水田が冠水するなどの被害をもたらしたことがある。 

魚野川では、昭和 36 年 3 月の直轄区域編入以降、国土交通省が改修工事を進めており、平成 5

年 10 月に小出島地区概成や排水機場の整備、平成 22 年に小出駅裏の築堤、破間川合流地点の右

岸下流域の河道掘削、平成 23 年からは下島、竜光地区における堤防の断面不足箇所の整備に着

手するなど治水対策を進めている。このほか佐梨川、破間川、板木川等も県により河川改修事業、
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砂防事業が進められてきた。 

なだれ災害については、昭和 56 年に下折立地区及び大倉地区で大規模ななだれが発生し老人

ホーム、民家を直撃し多数の死傷者をだしている。その後、なだれ防止柵等の整備が進み、また、

記録的な豪雪とならないことから、近年ではなだれ災害の安全度は相当高まってきた。 

土砂災害については、昭和 44 年に水沢地区で大規模な地すべりが発生し、多数の死傷者をだ

している。市では広大な山地を有している関係上、地すべり危険箇所、土石流危険箇所、急傾斜

地崩壊危険箇所、山腹崩壊危険箇所、崩壊土石流危険地区等多数の土砂災害危険箇所有している。

これら危険地区では防災施設整備を進めるとともに、地すべり巡視等を行ってきた。 

既往の主な災害発生状況は、資料編に記載のとおりである。 
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